
職 職 ― ２ ８

令和７年２月１４日

人 事 院 事 務 総 長

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ

いて（通知）

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―

３２８）」の一部を下記のとおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これ

によってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１ 総則関係 第１ 総則関係

１ （略） １ （略）

２ 人事院規則１５―１４（職員 ２ 人事院規則１５―１４（職員

の勤務時間、休日及び休暇） の勤務時間、休日及び休暇）

（以下「規則」という。）第１ （以下「規則」という。）第１

条の「別に定めるもの」とは、 条の「別に定めるもの」とは、

人事院規則１５―１５（非常勤 人事院規則１５―１５（非常勤



職員の勤務時間及び休暇）及び 職員の勤務時間及び休暇）及び

人事院規則２０―０（任期付研 人事院規則２０―０（任期付研

究員の採用、給与及び勤務時間 究員の採用、給与及び勤務時間

の特例）第９条から第１３条ま の特例）第９条から第１３条ま

でに規定する事項をいう。な でに規定する事項をいう。な

お、この他に勤務時間等に関し お、この他に勤務時間等に関し

ては、人事院規則１０―４（職 ては、人事院規則１０―４（職

員の保健及び安全保持）、人事 員の保健及び安全保持）、人事

院規則１０―７（女子職員及び 院規則１０―７（女子職員及び

年少職員の健康、安全及び福 年少職員の健康、安全及び福

祉）、人事院規則１０―１１ 祉）、人事院規則１０―１１

（育児又は介護を行う職員の早 （育児又は介護を行う職員の早

出遅出勤務並びに深夜勤務及び 出遅出勤務並びに深夜勤務及び

超過勤務の制限並びに意向確認 超過勤務の制限）及び人事院規

等）及び人事院規則１９―０ 則１９―０（職員の育児休業

（職員の育児休業等）に関連規 等）に関連規定がある。

定がある。

以 上


